
東
日
本
大
震
災
は
屋

根
瓦
の
損
壊
・
コ
ン
ク

リ
ー
ト
塀
の
倒
壊
な
ど

市
内
各
地
で
も
被
害
を

広
げ
、
り
災
証
明
は
２

５
１
件
に
も
（
６
／
14

時
点
）
。

党
市
議
団
や
後
援
会

は
、
市
内
各
地
で
写
真

撮
影
な
ど
罹
災
証
明
制

度
の
申
請
の
お
手
伝
い
、

壊
れ
た
瓦
屋
根
の
撤
去
、

森
の
ま
ち
エ
コ
セ
ン
タ
ー

（
旧
焼
却
）
へ

の
搬
送
な
ど
支

援
活
動
を
進
め

て
き
ま
し
た
。

被
災
さ
れ
た

方
か
ら
「
一
人

暮
ら
し
だ
か
ら

何
も
分
か
ら
な

い
。
申
請
で
き

て
助
か
っ
た
」

「
年
金
生
活
で
、

屋
根
瓦
の
修
理

代
で
１
２
０
万

円
も
か
か
っ
た
。

少
し
で
も
市
か

ら
補
助
が
あ
れ

ば
」
と
の
声
が

寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

っ
て
い
る
の
で
す
。
残

り
１
０
０
世
帯
は
減
免

申
請
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

市
長
は
「
制
度
を
一
覧

に
ま
と
め
、
発
行
す
る

よ
う
検
討
す
る
」
と
答

弁
し
ま
し
た
。

党
市
議
団
は
、
り
災

証
明
の
発
行
世
帯
へ
、

行
政
側
が
制
度
を
知
ら

せ
、
簡
略
な
申
請
で
各

種
制
度
が
受
け
る
こ
と

を
提
案
し
ま
し
た
。

災
害
も
自
己
責
任
？

第
二
に
『
全
壊
』･

『

半

壊

』

に

加

え

、

『
一
部
損
壊
』
住
宅
の

修
繕
に
対
す
る
補
助
制

度
で
す
。
『
個
人
の
再

生
な
く
し
て
復
興
な
し
』

の
立
場
か
ら
茨
城
県
内
、

千
葉
県
内
の
浦
安
市
や

い
す
み
市
な
ど｢

一
部
損

壊｣

へ
の
独
自
補
助
制
度

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

し

か

し

市

長

は

、

「
心
情
的
に
は
分
か
る
」

と
し
つ
つ
も
、
「
修
繕

は
ご
自
分
で
」
と
い
う

だ
け
。
災
害
復
旧
ま
で

自
己
責
任
と
い
う
立
場

で
す
。

党
市
議
団
は
、
「(

一

部
損
壊
住
宅
の
改
修
は)

命
に
関
わ
る
問
題
。
早

期

対

策

を｣

と
追

及

し

、

改

善

を

求

め

ま

し

た

。
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２０１１年 ７月 ４日

り
災
証
明
２
５
１
件

「
修
理
代
大
変
。
補
助
が
あ
れ
ば･･･

」

６
月
15
日
か
ら
開
会
さ
れ
た
６
月
議
会
。
日
本
共
産
党

市
議
団
が
取
り
上
げ
た
質
問
内
容
を
連
載
し
ま
す
。
今

回
は
東
日
本
大
震
災
で
屋
根
瓦
や
塀
等
の
一
部
損
壊
に

対
す
る
支
援
制
度
に
つ
い
て
で
す
。

ブルーシートが敷かれた家屋

党
市
議
団
は
、
罹
災
証

明
の
周
知
徹
底
と
修
理
代

な
ど
の
負
担
軽
減
へ
、
２

つ
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

第
一
は
税
や
保
険
料
な

ど
の
減
免
で
す
。
税
金
、

国
保･

介
護
、
保
育
、
教

育
な
ど
各
種
制
度
に
は
、

『
災
害
に
あ
っ
た
場
合
』

と
し
て
特
例
条
項(

※
１)

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
周
知
徹
底
と
各
種
制

度
の
洗
い
出
し
が
さ
れ
て

い
な
い
た
め
に
、
実
際
に

活
用
さ
れ
て
い
る
の
は
税

金
部
門
だ
け
で
す
。
し
か

も
税
金
の
減
免
申
請
は
わ

ず
か
１
５
３
件
に
と
ど
ま

周
知
徹
底
、
制
度
の
洗
い
出
し
で
、

家
計
の
負
担
軽
減
策
で
課
題
解
決
を

項目 対象事業(6／14現在)

国民健康保険 保険料の減免･支払猶予、医療費の支払猶予など

介護保険
保険料･利用料の減免、食費及び居住費等に関する補

助など

後期高齢者医療 保険料の減免、医療費の支払猶予など

税金
固定資産税の減免、住民税･所得税に対する雑損控除

等の特例など

社会福祉 災害見舞金

学校教育 教科書の無償提供、就学援助など

子どもの福祉 保育料の猶予･免除、児童扶養手当の支給拡大

国民年金 一部負担金の免除


